
資料６ 

 

「地域主権」について（「基本方針」等抜粋） 

 

 

基本方針（抄） 

平成21年９月16日閣議決定 

 

二 （前略）この鳩山内閣は、「本当の国民主権の実現」、「内容のともなった地域主権」

を政策の二つの大きな柱として、新たな国づくりに向けて、動き出したいと思います。 

（中略）明治以来の中央集権体質から脱却し、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体

的に行動し、その行動と選択に責任も負う「地域主権」へと、この国のあり方を、大きく

転換していきます。 

 

七 （前略）私の主宰で行政刷新会議を開き、政府のすべての予算や事業を見直し、税金の

無駄使いを徹底的に排除するとともに、地方にできることは地方にゆだね、真の地域主権

国家を築くための改革を推進します。（後略） 

 

十一 （前略）地域のことは地域に住む住民が決める「地域主権」への転換です。国の権限

や財源を精査し、地方への大胆な移譲を進めるなど、国と地方の関係を抜本的に転換しま

す。それはまた、地域に住む住民の皆さんに、自らの暮らす町や村の未来に、自ら責任を

持っていただくという住民主体の新しい発想を求めていく第一歩でもあります。 

もちろん「地域主権」が、地方自治体の首を絞めるような結果になっては本末転倒です。

活気に満ちた地域社会をつくるため、（中略）国が担うべき役割は、国が率先して実行し

ます。（後略） 

 

十四 （前略） 

国民生活を第一とする「国民主権」。 

住民による行政を実現する「地域主権」。 

そして、自立を目指す個人が、他者を尊重しながら互いに支え合う、「自立と共生」。 

これら三つの理念を実現することにより、国、地方自治体、国民が、それぞれの役割を

生き生きと果たしながら社会全体を構成していく。その姿こそ、目指すべき日本のあり方

です。 

 



第 173回国会における鳩山内閣総理大臣所信表明演説（抄） 

（平成 21年 10月 26日） 

 

一 はじめに 

（戦後行政の大掃除） 

（前略）右肩上がりの成長期に作られた中央集権・護送船団方式の法制度を見直し、地

域主権型の法制度へと抜本的に変えてまいります。（後略） 

 

四 人間のための経済へ 

（「地域主権」改革の断行） 

  「人間のための経済」を実現するために、私は、地域のことは地域に住む住民が決める、

活気に満ちた地域社会をつくるための「地域主権」改革を断行します。  

いかなる政策にどれだけの予算を投入し、どのような地域を目指すのか、これは、本来、

地域の住民自身が考え、決めるべきことです。中央集権の金太郎飴のような国家をつくる

のではなく、国の縛りを極力少なくすることによって、地域で頑張っておられる住民が主

役となりうる、そんな新しい国づくりに向けて全力で取り組んでまいります。そのための

第一歩として、地方の自主財源の充実、強化に努めます。  

国と地方の関係も変えなければなりません。国が地方に優越する上下関係から、対等の

立場で対話していける新たなパートナーシップ関係への根本的な転換です。それと同時に、

国と地方が対等に協議する場の法制化を実現しなければなりません。こうした改革の土台

には、地域に住む住民の皆さんに、自らの暮らす町や村の未来に対する責任を持っていだ

たくという、住民主体の新しい発想があります。  

同時に、活気に満ちた地域社会をつくるため、国が担うべき役割は率先して果たします。

（後略） 
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